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【特定プログラム履修に関する注意事項】 
○主専攻プログラムの授業時間割の関係で，登録した特定プログラムの授業科目履修が制限されることがある。 

○特定プログラムで開設されている授業科目も，本学共通の平均評価点（GPA）の計算対象に含まれる。 



開設学部等 本学開講授業科目 単位数 履修期
履修
区分

要修得
単位数

社会教育学I 1 3セメ

社会教育学II 1 3セメ

生涯活動教育論 2 4セメ

総合博物館 博物館概論A 1 3セメ(1T) 必修

総合博物館 博物館概論B 1 3セメ(2T) 必修

博物館経営論 2 総合博物館 博物館経営論 2 4セメ(4T) 必修 2

博物館情報・メディア論 2 総合博物館 博物館情報・メディア論 2 5セメ(1T) 必修 2

総合博物館 博物館資料論A（自然系） 1 6セメ(3T) 必修

総合博物館 博物館資料論B（人文系） 1 6セメ(4T) 必修

博物館資料保存論 2 総合博物館 博物館資料保存論 2 5セメ(2T) 必修 2

博物館展示論 2 総合博物館 博物館展示論 2 6セメ(3T) 必修 2

教育学部 教育の思想と原理 2 3セメ 必修

総合博物館 博物館教育論 1 4セメ 必修

博物館実習1（学内実習） 2 6セメ 必修 2

博物館実習2（館園実習） 1 7セメ 必修 1

合 計 19 20

学芸員資格取得特定プログラム履修表

大学において修得すべき博物館に
関する科目及び単位(注1)

本学開講科目

生涯学習概論 2 教育学部
選択
必修

2

博物館概論 2 2

博物館資料論 2 2

博物館教育論 2 3

博物館実習 3 総合博物館

(注2)博物館概論は博物館概論A、博物館概論Bの両方を取得して初めて【大学において修得すべき博物館に関する科目及び単位】における2
単位として認定されるので、注意すること。また、博物館概論Aあるいは博物館概論Bのみを2回履修しても2単位とはならないので注意する
こと。

(注3)博物館資料論は博物館資料論A（自然系）、博物館資料論B（人文系）の両方を取得して初めて【大学において修得すべき博物館に関
する科目及び単位】における2単位として認定されるので、注意すること。また、博物館資料論A（自然系）あるいは博物館資料論B（人文
系）のみを2回履修しても2単位とはならないので注意すること。

合 計

(注1)博物館法施行規則(昭和30年10月4日文部省令第24号)に規定する【大学において修得すべき博物館に関する科目及び単位】を示す。


